
議案第50号

国分寺市出張所設置条例の一部を改正する条例について

上記の議案を提出するI

令和8年3月17日提出

国分寺市長丸山哲平

提案理由

恋ケ窒市民サービスコーナーを廃止するため、必要があるI



国分寺市出張所設置条例の一部を改正する条例

国分寺市出張所設置条例(平成29年条例第33号)の一部を次のように改正

tる。

第2条の表恋ケ痩市民サービスコーナーの項を削る。

附IIJ

この条例は、令和8年5月1日から施行する。
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